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■表 1　国民健康保険税の軽減判定所得額

軽減
割合

変更前（平成27年度） 変更後（平成28年度）

7割 世帯の所得が33万円を超えない世帯

5 割

世帯の所得が「33万円＋
（26万円×被保険者数
＋特定同一世帯所属者
数）」を超えない世帯

世帯の所得が「33万円＋
（26万5千円×被保険者
数＋特定同一世帯所属
者数）」を超えない世帯

2 割

世帯の所得が「33万円＋
（47万円×被保険者数
＋特定同一世帯所属者
数）」を超えない世帯

世帯の所得が「33万円＋
（48万円×被保険者数
＋特定同一世帯所属者
数）」を超えない世帯

※軽減判定所得額は、世帯主を含む被保険者全員の合計額

です（世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも

算入されます）。また、軽減の判定は、4月1日現在の世帯

構成によって行われます。

※特定同一世帯所属者は、国民健康保険から後期高齢者医

療制度に移行した 75歳以上の人です。

■表 2　後期高齢者医療保険料の軽減判定所得額

軽減割合 世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計額

9割
33万円以
下の世帯

世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下
の世帯（年金以外の所得がない場合）

8.5 割 上記以外の世帯

5 割 「33万円＋26万5千円×世帯の被保険者数」を超えない世帯

2 割 「33万円＋48万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯
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